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平成２５年第４回港区議会定例会提出予定案件（概要） 

 
議案第１２７号 

 港区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 

 
 本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等及び教育長に対 

する地域手当を廃止することに伴い、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容  審議会の審議対象とする手当から地域手当を削除しま 

す。 

 ○ 施行期日  平成２６年１月１日 

 

議案第１２８号 

 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 

 
 本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等に対する地域手 

当を廃止するとともに、給料の額を改定するものです。 

 ○ 内  容   

（１）区長等に対する地域手当を廃止します。 

（２）地域手当の廃止に伴い、地域手当相当額を給料月額に組み入れる 

ため、給料の額を改定します。 

    ・区長  １１１万９，０００円 → １２４万６，０００円 

    ・副区長       ９０万円 → １００万２，０００円 

 ○ 施行期日  平成２６年１月１日 
 
議案第１２９号 

 港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の一部 

を改正する条例 

 
 本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、教育長に対する地域手 

当を廃止するとともに、給料の額を改定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）教育長に対する地域手当を廃止します。 

 （２）地域手当の廃止に伴い、地域手当相当額を給料月額に組み入れる 

ため、給料の額を改定します。 

    ・７７万９，０００円 → ８６万７，０００円 

 ○ 施行期日  平成２６年１月１日 
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議案第１３０号 

 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 
 本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給与を改定するととも 

に、現行の住居手当制度を見直すほか、新型インフルエンザ等緊急事態派 

遣手当の追加等をするものです。 

 ○ 内  容 

 （１）給料月額の改定 

    ・例：行政職給料表（一）平均改定率 △０．１４％ 

 （２）平成２６年３月に支給する期末手当に関する特例 

    ・平成２５年４月からの公民較差相当分の解消を図るため、平成 

     ２６年３月に支給する期末手当から所要の調整額を差し引きま 

     す。 

 （３）現行の住居手当制度を見直します。 

 現 行 改正案 

支給対象 世帯主等 

借家・借間に居住する職員のう 

ち、月額２万７，０００円以上 

の家賃を負担する世帯主等 

支給月額 

・扶養親族あり 

８，８００円

・扶養親族なし 

８，３００円

８，３００円（２７歳までの職 

員は１万８，７００円を、２８ 

歳から３２歳までの職員は９， 

３００円を加算） 

※単身赴任手当受給職員で、留守宅の家賃を負担するものについ 

ては、２分の１相当額を支給します。 

（４）新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため港区に派遣され 

た職員に対し、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を支給しま 

す。 

（５）災害派遣手当の支給対象に、大規模災害からの復興計画作成等の 

ため港区に派遣された職員を追加します。 

（６）寒冷地手当を廃止します。 

 （７）（３）に係る激変緩和のための経過措置を定めます。 

 ○ 施行期日  平成２６年１月１日。ただし、（４）から（６）まで 

については公布の日、（３）及び（７）については平 

成２６年４月１日 

 

議案第１３１号 

 港区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 
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 本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の退職手当の給 

料月額に対する支給割合を改定するものです。 

 ○ 内  容  給料の額の改定に伴い、勤続１年ごとの給料月額に対 

する退職手当の支給割合を改定します。 

・区長  １００分の５００ → １００分の４４９ 

・副区長 １００分の４００ → １００分の３５９ 

・教育長 １００分の３００ → １００分の２６９ 

 ○ 施行期日  平成２６年１月１日 

 

議案第１３２号 

 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給与を改定 

するとともに、現行の住居手当制度の見直しをするものです。 

 ○ 内  容 

 （１）給料月額の改定 

    ・平均改定率 △０．１６％ 

 （２）平成２６年３月に支給する期末手当に関する特例 

    ・平成２５年４月からの公民較差相当分の解消を図るため、平成 

     ２６年３月に支給する期末手当から所要の調整額を差し引きま 

     す。 

 （３）現行の住居手当制度を見直します。 

 現 行 改正案 

支給対象 世帯主等 

借家・借間に居住する職員のう 

ち、月額２万７，０００円以上 

の家賃を負担する世帯主等 

支給月額 

・扶養親族あり 

８，８００円

・扶養親族なし 

８，３００円

８，３００円（２７歳までの職 

員は１万８，７００円を、２８ 

歳から３２歳までの職員は９， 

３００円を加算） 

 （４）（３）に係る激変緩和のための経過措置を定めます。 

 ○ 施行期日  平成２６年１月１日。ただし、（３）及び（４）につ 

いては、平成２６年４月 1 日 

 

議案第１３３号 

 平成２５年度港区一般会計補正予算（第４号） 
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議案第１３４号 

 平成２５年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第１号） 

 

議案第１３５号 

 平成２５年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第１号） 

 

議案第１３６号 

 平成２５年度港区介護保険会計補正予算（第２号） 


	議案第１２７号 港区特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
	議案第１２８号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
	議案第１２９号 港区教育委員会教育長の給与、旅費並びに勤務条件に関する条例の一部を改正する条例
	議案第１３０号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
	議案第１３１号 港区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
	議案第１３２号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
	議案第１３３号 平成２５年度港区一般会計補正予算（第４号）
	議案第１３４号  平成２５年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第１号）
	議案第１３５号 平成２５年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第１号）
	議案第１３６号 平成２５年度港区介護保険会計補正予算（第２号）

